
 

令和 6年度 債権管理室の活動実績について 

 

 税務課債権管理室では、私債権及び非強制徴収公債権のうち、再三の請求にもかかわらず

支払いに応じない滞納者の事務移管を受け、裁判所に法的措置（支払督促、強制執行等）を申

し立てることにより、債権の回収を図っています。 

 移管対象者に対しては、事前に担当課から移管予告催告書が送付され、期限までに納付等

がない場合は、債権管理室が事務を引き継いで対応しています。 
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１ 移管予告催告書による納付効果（間接効果） 

 

 債権管理室へ移管するにあたり、各債権の担当課から「移管予告催告書」を送付します。 

 次の表は、催告書発送による納付効果（間接効果）を表しています。 

 令和 6 年度中に 43 件 2,557,815 円の滞納について、「移管予告催告書」を発送したところ、

一括納付が 6 件 94,597 円、納付相談による分納開始が 2 件 183,122 円、合わせて 10.9％の

間接効果がありました。間接効果が得られなかった債権の中から、30件1,993,076円を債権管

理室に移管しました。 

 令和6年度は、前年度以前に移管を受けた案件のうち、分納不履行により再度移管されるこ

とになった案件、及び全額回収の目途が立っていない案件 38 件 49,559,988 円を合わせて 68

件 51,553,064 円（前年度 65 件 105,794,248 円）の債権回収に取り組みました。 

件数 11件 16件 16件 0件 43件

滞納額 1,132,700円 803,665円 621,450円 0円 2,557,815円

件数 1件 2件 3件 6件

金額 62,000円 16,237円 16,360円 94,597円

割合
(金額ベース)

5.5% 2.0% 2.6% 3.7%

件数 1件 1件 0件 2件

金額 125,000円 58,122円 0円 183,122円

割合
(金額ベース)

11.0% 7.2% 0.0% 7.2%

件数 2件 3件 3件 8件

金額 187,000円 74,359円 16,360円 277,719円

割合
(金額ベース)

16.5% 9.3% 2.6% 10.9%

件数 2件 0件 3件 5件

金額 148,000円 0円 112,120円 260,120円

件数 4件 3件 6件 13件

金額 335,000円 74,359円 128,480円 537,839円

割合
(金額ベース)

16.5% 9.2% 2.6% 21.1%

件数 △ 1件 0件 0件 △ 1件

金額 △ 26,900円 0円 0円 △ 26,900円

件数 7件 13件 10件 30件

金額 770,800円 729,306円 492,970円 1,993,076円

割合
(金額ベース)

83.5% 90.8% 97.4% 78.9%

件数 8件 21件 5件 4件 38件

債権額 1,706,400円 2,914,756円 837,230円 44,101,602円 49,559,988円

件数 15件 34件 15件 4件 68件

債権額 2,477,200円 3,644,062円 1,330,200円 44,101,602円 51,553,064円
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２ 令和 6 年度 引受債権の取組状況（継続分含む） 

 

 債権管理室に債権の引受がなされると、強制執行（差押え）の際に必要となる債務名義を取

得するため、債務者及び連帯保証人に対して支払督促又は通常訴訟を申立てます。 

 その過程で、債務者等から自主納付の申し入れがあれば、分納計画の策定や誓約書の提

出などの納付交渉を行いますが、分納不履行となった場合は強制執行（差押え）を申立てま

す。 

 

 次の表は、令和 6 年度引受債権 68 件 51,553,064 円について、法的措置等の取り組み状況

を集計したものです。 

 

〔住宅使用料〕 

 債権を引き受けた 15 件 2,477,200 円のうち、一括弁済があったもの 2 件 234,100 円。強制執

行（差押え）の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったも

のは 3 件 614,400 円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは 10 件 1,628,700 円でした。 

 

〔病院診療費〕 

 債権を引き受けた 34 件 3,644,062 円のうち、一括弁済があったもの 3 件 10,050 円。強制執行

（差押え）の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったもの

は 2 件 63,214 円。法的措置を講じる前に納付交渉を行ったものは 23 件 3,383,237 円でした。 

 なお、債務者に資力の回復が望めない事由で、八幡浜市債権管理条例第16条の規定に基づ

き債権放棄の意見を付して担当課に返還したものが 6 件 187,561 円でした。 

 

〔水道使用料〕 

 債権を引き受けた 15 件 1,330,200 円のうち、3 件 64,800 円分の一括弁済がありました。強制

執行（差押え）の際に必要となる債務名義を支払督促によって取得したうえで納付交渉を行った

1 件 791,900 円と、法的措置によらず納付交渉を行った 7 件 448,050 円になります。 

 なお、破産等の事由で、八幡浜市債権管理条例第 16 条の規定に基づき債権放棄の意見を付

して担当課に返還したものが 4 件 25,450 円でした。 

 

〔漁船関連債権〕 

 債権を引き受けた 4 件 44,101,602 円のうち、強制執行（差押え）の際に必要となる債務名義を

支払督促によって取得したうえで納付交渉を行ったものは 2 件 1,771,802 円。法的措置を講じる

前に納付交渉を行ったものは 2 件 42,329,800 円でした。 

 

 



 

令和６年度 引受債権の取組状況（継続分含む）

漁船関連
債権

件数 15件 34件 15件 4件 68件

債権額 2,477,200円 3,644,062円 1,330,200円 44,101,602円 51,553,064円

(件数) (0件) (0件) (0件) (0件) (0件)

(債権額) (0円) (0円) (0円) (0円) (0円)

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

訴 債権額 0円 0円 0円 0円 0円

訟 件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 2件 3件 3件 0件 8件

債権額 234,100円 10,050円 64,800円 0円 308,950円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 3件 2件 1件 2件 8件

債権額 614,400円 63,214円 791,900円 1,771,802円 3,241,316円

件数 10件 23件 7件 2件 42件

債権額 1,628,700円 3,383,237円 448,050円 42,329,800円 47,789,787円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 0件 6件 4件 0件 10件

債権額 0円 187,561円 25,450円 0円 213,011円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

債権額 0円 0円 0円 0円 0円

債権引受案件

和解

判決

一括納付

取下げ

申立中

合　計

債権額：引受時点

住宅使用料 病院診療費 水道使用料

不納欠損

訴え提起
前の和解
(即決和解)

強制執行

検討中

(意見付返還)

債権放棄

支払督促申立)

(引受案件のうち、

(債務名義取得済)

徴収停止

(債務名義なし)

納付交渉

(債務名義あり)

納付交渉

 

 

 



 

３ 令和 6 年度引受債権の回収状況 

令和 7 年 3 月 31 日現在の債権回収額は 42 件 2,080,521 円となっています。 

そのうち、債権全額を一括納付したものが 8 件 308,950 円、連帯保証を含めて分割で弁済さ

れたものは 34 件 1,771,571 円です。 

なお、引受債権（継続分含む）の総額 51,553,064 円に対する回収割合は 4.0％ですが、これ

にはトロール漁船にかかる 4 件の高額債権、計 44,101,602 円が含まれており、このような特殊

案件を除くと回収割合は 27.1%でした。 

令和６年度 引受債権の回収状況

漁船関連
債権

件数 13件 21件 7件 1件 42件

回収額 1,271,500円 474,381円 274,640円 60,000円 2,080,521円

回収割合
（引受額比率）

51.3% 13.0% 20.6% 0.1% 4.0%

件数 11件 13件 4件 1件 29件

回収額 1,037,400円 250,901円 209,840円 60,000円 1,558,141円

件数 0件 5件 0件 0件 5件

回収額 0円 213,430円 0円 0円 213,430円

件数 2件 3件 3件 0件 8件

回収額 234,100円 10,050円 64,800円 0円 308,950円

件数 0件 0件 0件 0件 0件

回収額 0円 0円 0円 0円 0円

合　計

一括納付

令和7年3月31日 現在

住宅使用料 病院診療費 水道使用料

強制執行申立

（差押え）

回収額

（債務者）

分納

（連帯保証人）

分納

 

４ 令和 6 年度から令和 7 年度への継続案件状況 

強制執行の前提条件である債務名義を取得して納付交渉を行っている案件や、当面、分納

誓約の履行状況を見守る必要のある案件については、引き続き債権管理室で債権を管理す

ることとしています。 

令和６年度から令和７年度への継続案件状況

漁船関連
債権

件数 9件 21件 8件 4件 42件

残債権額 1,205,700円 2,982,120円 1,030,110円 44,101,602円 49,319,532円

合　計

令和7年3月31日 現在

継続引受案件

住宅使用料 病院診療費 水道使用料

 

 

今後も、資力がありながら納付の意思がない等の滞納者に対しては、公平性を確保するた

めにも逃げ得を許さず、法的措置を中心とした債権管理に努めます。 


